
- 1 - 

船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２５年５月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２４年８月１７日 ２２時２０分ごろ 

発生場所 北海道根室市納沙布
の さ っ ぷ

岬東方沖  

 納沙布岬灯台から真方位０８０°３４０海里付近 

 （概位 北緯４４°２０.０′ 東経１５３°３３.０′） 

インシデント調査の経過  平成２４年８月２０日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（击館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第七八
はっ

興
こう

丸、１９６トン 

 ＭＧ１－１９７３（漁船登録番号）、八興漁業株式会社 

 ３５.６４ｍ（Lr）×６.８０ｍ×２.８５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７１３kＷ、昭和６２年２月 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ６４歳 

 四級海技士（機関）（機関限定） 

  免 許 年 月 日 昭和４４年５月２３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年７月２１日 

  免状有効期間満了日 平成２６年９月４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機シリンダブロックの船首側冷却清水通路突き当たり底部に伝導歯

車室上部に至る破孔等 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか１５人が乗り組み、納沙布岬東方沖に

おいて漁場の移動中、平成２４年８月１７日２２時００分ごろ主機の

冷却清水膨張タンクの液面低下警報ランプが点灯し、機関長が、冷却

清水系の配管、ビルジ等を点検したが異常を認めず、主機の検油棒を

点検したところ、潤滑油が白濁していたので、２２時２０分ごろ主機

を停止した。 

本船は、２２時２５分ごろ所属会社へ状況を報告し、機関長が、主

機のクランク室側蓋を開けて点検したところ、６番シリンダ下部付近

から垂れている水を発見したので、６番シリンダライナを抜き出し、

点検、整備の後、復旧して冷却清水を張ったところ、同シリンダライ

ナのジャケット部からの水漏れはなく、冷却清水が６番シリンダ船首

側の伝導歯車室内の上部（以下「歯車室上部」という。）付近から７
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番主軸受け付近を伝わって落ちていることを認めた。 

本船は、２３時２７分ごろ主機の運転を断念して海上保安庁に救助

を要請した。 

機関長は、その後、手鏡を使用して歯車室上部の内側に直径約３mm

の破孔を発見し、シリンダブロックの６番シリンダ右舷船首側の冷却

清水通路の突き当たり（以下「通路端部」という。）付近の底部に生

じた破孔により、冷却清水が伝導歯車室内を経由して潤滑油サンプタ

ンクに入り、同タンクの潤滑油が乳化したものと思った。 

本船は、翌１８日１２時３０分ごろ僚船にえい
．．

航され、１９日０５

時００分ごろ来援した巡視船にえい
．．

航が引き継がれ、２１日０６時５

０分ごろ北海道釧路市釧路港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 その他の事項 

 

主機冷却清水系統は、冷却清水が、電動式冷却清水ポンプによって

約３.０kｇ/cm2 に加圧されて船尾の１番シリンダ側からシリンダブロ

ック右舷側の内部に設けられた冷却清水通路に入り、シリンダごとに

順次分岐し、シリンダジャケット及びシリンダヘッドを順に通り、出

口集合管を経て清水冷却器で海水と熱交換されたのち、同清水ポンプ

の吸入側に至るようになっており、同系統には容量約２００ℓの膨張

タンクを備えていた。 

主機のシリンダブロックは、本船の新造以来、使用されていた。 

破孔箇所は、冷却清水通路の端部で冷却水の流れが急変する箇所で

あった。 

機関長は、１０年以上前から毎年、ドック整備時の主機の試運転終

了後、冷却清水に防錆剤を入れていたが、本船が出漁する８月から１

２月の間に毎年１回、主機の清水膨張タンクの冷却清水を約２０ℓ補

給していたものの、防錆剤は補充せず、濃度測定を行っていなかっ

た。 

本船は、本航海の出港後、主機に異常はなく、機関長が、機関室の

点検を約２時間に１回、オイルゲージによる潤滑油量の点検を含めて

行っていたが、本インシデント発生の約１時間前の点検時も異常はな

かった。 

主機は、入港後の整備業者による点検において、通路端部付近の底

部に歯車室上部に至る破孔を生じていたことが判明した。 

機関長は、本事故後、通路端部付近の底部を手で触ってみたとこ

ろ、浸食によると思われる凹凸があり、破孔は、キャビテーションに

よる影響が大きいと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

不明 

あり 
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 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

 本船は、納沙布岬東方沖において漁場の移動中、主機冷却清水の通

路端部付近の底部に歯車室上部へ破孔を生じたことから、冷却清水が

伝導歯車室を経由して潤滑油サンプタンクに入り、潤滑油が乳化して

主機の運転ができなくなり、運航不能となったものと考えられる。 

 主機の通路端部付近の底部に生じた歯車室上部へ至る破孔は、新造

以来のキャビテーションによる浸食の進行及び防錆剤の防錆効果低下

による腐食進行などから、生じた可能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、納沙布岬東方沖において漁場の

移動中、主機冷却清水の通路端部付近の底部に歯車室上部へ至る破孔

を生じたため、冷却清水が伝導歯車室を経由して潤滑油サンプタンク

に入り、潤滑油が乳化して主機の運転ができなくなったことにより発

生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・冷却清水の防錆剤の濃度測定を定期的に行い、防錆剤の濃度管理

を適正に行うこと。 

・通路端部内面の定期的な点検を行うこと。  

 

  




